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長野県告示第55号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項の指定自立支援医療機関の指

定を次のとおり行いました。

　　令和８年２月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一

精神通院医療

　　　医療機関の名称 　　　所　　在　　地 指定した年月日

佐久平駅前メンタルクリニック 佐久市佐久平駅東21－２　１Ｆ－Ｂ 令和８年２月１日

クオール飯田薬局 飯田市大通一丁目15番地薬局棟 令和８年２月１日

訪問看護ステーションパナケア 長野市青木島１－27－１ 令和８年２月１日

疾病・感染症対策課
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長野県告示第57号　

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第1項に規定する医師として次のとおり指定します。

　　令和８年２月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　氏　名 診断に当たる障害別 診療を行う医療機関の所在地及び名称

武知　寛樹 呼吸器 佐久市中込3400番地28
佐久総合病院　佐久医療センター

岩田　友希江 肢体不自由 茅野市玉川4300
組合立諏訪中央病院

長野県告示第56号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定により、次のとお

り指定自立支援医療機関から当該指定に係る医療機関の名称及び所在地の変更があった旨の届出がありました。

　　令和８年２月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一

精神通院医療

　　　変更前の医療機関の名称及び所在地 　　　変更後の医療機関の名称及び所在地 変更した年月日

パーキンソン春うららクリニック
松本市小屋南１－１－10

うえの内科・脳神経内科クリニック
松本市小屋南１－１－10

令和８年１月１日

やさしい手わかみや訪問看護ステーション
岡谷市若宮１－３－15ルミエール花岡Ｄ

やさしい手わかみや訪問看護ステーション
岡谷市若宮１－５－27

令和８年１月１日

疾病・感染症対策課

障がい者支援課

長野県告示第58号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項に規定する医師として指定した者が診療を行う医療機関の所在

地及び名称が次のとおり変更になりました。

　　令和８年２月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　氏　名 変更前の医療機関の所在地及び名称 変更後の医療機関の所在地及び名称

駒津　和宜 飯田市八幡町438番地
飯田市立病院

佐久市中込3400番地28
佐久総合病院　佐久医療センター

宮嶋　宏樹 伊那市小四郎久保1313番地１
伊那中央病院

安曇野市豊科4946－４
はれのひ耳鼻咽喉科クリニック

橘　賢廣 上田市緑が丘１－27－21　
信州上田医療センター

佐久市中込3400番地28
佐久総合病院　佐久医療センター

障がい者支援課

長野県告示第59号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項の指定自立支援医

療機関の指定を次のとおり行いました。

　　令和８年２月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一

育成医療及び更生医療

　　　医療機関の名称 　　　所　　在　　地 指定した年月日

ウエルシア薬局　諏訪富士見町店 諏訪郡富士見町落合10067番地１ 令和８年２月１日
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障がい者支援課

かえで薬局 諏訪郡下諏訪町4823－10 令和８年２月１日

よつば薬局 上伊那郡辰野町平出2182－１ 令和８年２月１日

のぞみ薬局 塩尻市大字広丘高出2088番４ 令和８年２月１日

長野県告示第60号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定により、次

のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新しました。

　　令和８年２月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

育成医療及び更生医療

　　　医療機関の名称 　　　所　　在　　地 指定更新年月日

あさまコスモスクリニック 佐久市長土呂1198 令和８年２月１日

アーク調剤薬局　軽井沢店 北佐久郡御代田町御代田2334－８ 令和８年２月１日

シンサン薬局 佐久市中込3611－219 令和８年２月１日

ふたば本町薬局 茅野市本町東３－５ 令和８年２月１日

真誠堂薬局 伊那市中央4842 令和８年２月１日

株式会社日医調剤　あづみ野薬局 安曇野市豊科4443－２ 令和８年２月１日

障がい者支援課

長野県告示第61号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第65条の規定により、次のとお

り指定自立支援医療機関の指定の辞退がありました。　

　　令和８年２月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

育成医療及び更生医療

　　　医療機関の名称 　　　所　　在　　地 辞退年月日

有限会社二葉薬局 諏訪市大手１－３－２ 令和６年８月１日

かえで薬局 諏訪郡下諏訪町4823－10 令和７年11月１日

障がい者支援課

長野県告示第62号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第８項の規定により、

土砂災害の発生原因が急傾斜地の崩壊である土砂災害特別警戒区域の指定を解除します。

　　令和８年２月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　指定を解除する土砂災害特別警戒区域の名称

　　深沢（５）

２　指定を解除する区域

　�　上水内郡飯綱町のうち別図に示す区域（別図は省略し、長野県建設部砂防課及び長野県長野建設事務所に備え置いて縦覧に供しま

す。）

砂　防　課
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長野県佐久建設事務所告示第１号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和８年３月６日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県佐久建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和８年２月16日

	 長野県佐久建設事務所長　井　出　圭　一

１　道路の種類　　県道

２　路  線  名　　川上佐久線

３　道路の区域

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

南佐久郡川上村大字大深山575番の96地先から
南佐久郡川上村大字大深山575番の97地先まで

旧

ｍ

8.5 ～ 19.6

km

0.2439

同　　　　　上 新 9.6 ～ 28.8 0.2439

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

南佐久郡南相木村蔦の木6277番の27地先から
南佐久郡南相木村蔦の木6281番の18地先まで

旧

ｍ

9.6 ～ 15.0

km

0.2939

同　　　　　上 新 12.9 ～ 22.0 0.2939

道路管理課

長野県飯田建設事務所告示第４号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和８年３月６日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県飯田建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和８年２月16日

	 長野県飯田建設事務所長　折　井　克　壽

１　道路の種類　　県道

２　路  線  名　　田中乱橋線

３　道路の区域

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

飯田市箱川2352番の２地先から
飯田市箱川2352番の２地先まで

旧

ｍ

5.7 ～ 10.6

km

0.0461

同　　　　　上 新 8.9 ～ 12.0 0.0461

道路管理課


